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【告示】

番 号 表 題 担当課名

２１８ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定 環境指導課

に基づく一般廃棄物処理施設及び産業廃棄

物処理施設の設置の許可の申請があった件

２１９ 土地改良区の役員の退任及び就任について 農山漁村振興課

届出があった件

２２０ 土地改良区の定款の変更を認可した件 同



徳
島
県
告
示
第
二
百
十
八
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
八
条
第
一
項
及

び
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
及
び
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許

可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
八
条
第
四
項
及
び
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
し
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
申
請
書
及
び
同
条
第
三
項
の
書
類
並
び
に
同
法
第
十
五
条
第
二
項
の
申

請
書
及
び
同
条
第
三
項
の
書
類
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
次
に
よ
り
、
知
事
に
生
活
環
境
の
保
全

上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書
（
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
対
象
事
業
の
名
称
及
び
意
見
を
日
本
語
に
よ
り
記
載

し
た
も
の
）
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
六
年
五
月
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

申
請
者
等

１

申
請
者

㈠

名

称

株
式
会
社
明
和
ク
リ
ー
ン

㈡

住

所

三
好
市
山
城
町
大
和
川
六
九
七
番
地
一

㈢

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

楠
本
隆
文

２

施
設
の
設
置
の
場
所

三
好
市
山
城
町
下
川
字
露
口
一
四
七
二
番
ほ
か
四
筆

３

施
設
の
種
類

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
第
五
条
第

一
項
に
規
定
す
る
ご
み
処
理
施
設
並
び
に
同
令
第
七
条
第
三
号
、
第
五
号
、
第
八
号
及
び
第
十
三
号

の
二
に
掲
げ
る
焼
却
施
設

４

施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
廃
棄
物
の
種
類

一
般
廃
棄
物
に
あ
っ
て
は
、
可
燃
ご
み
及
び
し
尿
汚
泥

産
業
廃
棄
物
に
あ
っ
て
は
、
燃
え
殻
、
汚
泥
、
廃
油
、
廃
酸
、
廃
ア
ル
カ
リ
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

類
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、
繊
維
く
ず
、
動
植
物
性
残
さ
、
動
物
系
固
形
不
要
物
、
ゴ
ム
く
ず
、
金
属

く
ず
、
ガ
ラ
ス
く
ず
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
、
陶
磁
器
く
ず
、
鉱
さ
い
、
が
れ
き
類
、
動
物
の
ふ
ん

尿
及
び
動
物
の
死
体

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
あ
っ
て
は
、
廃
油
、
廃
酸
及
び
廃
ア
ル
カ
リ

５

申
請
年
月
日

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

二

縦
覧
の
場
所
、
期
間
及
び
時
間

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
生
活
環
境
部
環
境
指
導
課
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
美
馬
庁
舎
及
び
三
好
市
役
所

２

縦
覧
の
期
間

令
和
六
年
五
月
七
日
か
ら

令
和
六
年
六
月
六
日
ま
で

３

縦
覧
の
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

三

意
見
書
の
提
出
期
限
及
び
提
出
先



１

意
見
書
の
提
出
期
限

令
和
六
年
六
月
二
十
日
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
同
日
ま
で
の
消
印
が
あ
れ
ば
受
け
付

け
る
。

２

意
見
書
の
提
出
先

郵
便
番
号
七
七
○

八
五
七
○

｜

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
生
活
環
境
部
環
境
指
導
課

電
話
番
号
○
八
八

六
二
一

二
二
六
八

｜

｜



徳
島
県
告
示
第
二
百
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
五
月
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

土
地
改
良
区
の
名
称

海
部
川
沿
岸
土
地
改
良
区

二

退
任
役
員
及
び
就
任
役
員

役
員
名

退
任
役
員
氏
名

就
任
役
員
氏
名

住

所

理

事

和

泉

文

裕

和

泉

文

裕

海
部
郡
海
陽
町
四
方
原
字
町
東
一
七
―
一

同

長

谷

栄

長

谷

栄

同

大
里
字
飯
持
一
四
八

同

大

東

英

治

大

東

英

治

同

字
松
原
一
四
―
五
七

同

春

田

敏

夫

同

多
良
字
片
山
三
四
―
一

同

前

原

寛

二

前

原

寛

二

同

吉
野
字
ヲ
ワ
ン
四
五

同

鍜
治
馬

公

鍜
治
馬

公

同

高
園
字
馳
出
二
一
―
一

同

東

城

誠

東

城

誠

同

野
江
字
西
ノ
内
一
一
―
四

同

前

田

榮

二

同

芝
字
居
内
二

同

南

谷

房

彦

南

谷

房

彦

同

富
田
字
南
澤
一
一
一

同

田

中

弘

治

同

大
井
字
大
田
地
四
五

同

山

田

嘉

幸

同

多
良
字
庄
田
三
五
―
一

同

井

口

順

二

同

大
井
字
東
前
一

同

冨

田

ま
ゆ
み

同

字
大
田
地
一
八

監

事

岩

佐

正

好

同

四
方
原
字
町
東
二
○
―
一

同

伊

澤

泰

豊

同

大
里
字
松
原
三
五
―
三
六

同

新

居

利

之

新

居

利

之

同

吉
田
字
中
村
九
―
二

同

片

島

康

治

同

神
野
字
神
野
前
一
三
四

同

池

内

実

同

四
方
原
字
大
道
東
七
二

同

大

坪

潤

一

同

高
園
字
小
林
一
二
七



徳
島
県
告
示
第
二
百
二
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改

良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
五
月
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

土

地

改

良

区

の

事

務

所

の

所

在

地

及

び

名

称

認

可

年

月

日

阿
波
市
阿
波
町

令
和
六
年
四
月
十
六
日

吉
野
川
北
岸
土
地
改
良
区
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